
【医療保険】訪問看護 利用料金表                       
令和 7 年 5 月 1 日現在 Ⅰ 基本利用料 

①訪問看護基本療養費（Ⅰ） 

医療料金（10 割） 利用者負担額 

基 本 療 養 費

Ⅰ 

管理療養費

Ⅰ 

基本療養費Ⅰ 

＋管理療養費 
1 割負担 2 割負担 3 割負担 

月の初日 週 3 日まで／回 5,550 円 7,670 円 13,220 円 1,322 円 2,644 円 3,966 円 

週 4 日以降／回   看護師 6,550 円 7,670 円 14,220 円 1,422 円 2,844 円 4,266 円 

月の 2 日目以降 週 3 日まで／回 5,550 円 3,000 円 8,550 円 855 円 1,710 円 2,565 円 

週 4 日以降／回  看護師 6,550 円 3,000 円 9,550 円 955 円 1,910 円 2,865 円 

同日 2 回目   4,500 円 450 円 900 円 1,350 円 

同日 3 回目   8,000 円 800 円 1,600 円 2,400 円 

②訪問看護基本療養費（Ⅱ） 

1 回につき（入院中の外泊時に訪問） 8,500 円  8,500 円 850 円 1,700 円 2,550 円 

Ⅱ 該当する場合に 1 か月につき請求させていただく費用 医療料金（10 割） 利用者負担額（1 割・2 割・3 割） 

24 時間対応体制加算（契約者のみ） ※負担軽減の取り組みあり 6,800 円 680 円 1,360 円 2,040 円 

特別管理加算（Ⅰ） 5,000 円 500 円 1,000 円 1,500 円 

特別管理加算（Ⅱ） 2,500 円 250 円 500 円 750 円 

訪問看護情報提供療養費①②③各 1,500 円 150 円 300 円 450 円 

 

Ⅲ 該当する場合に都度請求させていただく費用 医療料金（10 割） 利用者負担額（1 割・2 割・3 割） 

長時間訪問看護加算  （人工呼吸器、特別指示書、特別管理加算算定の方） 5,200 円 520 円 1,040 円 1,560 円 

緊急訪問看護加算 （月 14 日目まで） 2,650 円 265 円 530 円 795 円 

緊急訪問看護加算 （月 15 日目以降）  2,000 円 200 円 400 円 600 円 

乳幼児加算 （別に厚生労働大臣が定める者に該当する場合） 1,800 円 180 円 360 円 540 円 

乳幼児加算 （上記以外の場合） 1,300 円 130 円 260 円 390 円 

早朝・夜間加算 （6 時～8 時、 18 時～22 時） 2,100 円 210 円 420 円 630 円 

深夜加算 （22 時～6 時） 4,200 円 420 円 840 円 1,260 円 

難病等複数回訪問加算 2 回／日 4,500 円 450 円 900 円 1,350 円 

難病等複数回訪問加算 3 回／日 8,000 円 800 円 1,600 円 2,400 円 

複数名訪問看護加算（看護師等） 週 1 日を限度とする 4,500 円 450 円 900 円 1,350 円 

複数名訪問看護加算（看護師等）厚生労働大臣が定める疾病等の方のみ該当 週 3 日を限度とする     

1 日に 1 回 3,000 円 300 円 600 円 900 円 

1 日に 2 回 6,000 円 600 円 1,200 円 1,800 円 

1 日に 3 回 10,000 円 1,000 円 2,000 円 3,000 円 

退院時共同指導加算 （1 回・病名により 2 回まで） 8,000 円 800 円 1,600 円 2,400 円 

 ＋特別指導加算（特別管理加算の該当する方） 2,000 円 200 円 400 円 600 円 

退院時支援指導加算 （退院日の訪問） 6,000 円 600 円 1,200 円 1,800 円 

退院時支援指導加算 （退院日の訪問で特別管理加算の該当する方の長時間訪問） 8,400 円 840 円 1,680 円 2,520 円 

在宅患者連携指導加算 （月 1 回まで） 3,000 円 300 円 600 円 900 円 

在宅患者緊急時カンファレンス加算 （月 2 回まで） 2,000 円 200 円 400 円 600 円 

看護・介護職員連携強化加算 （月 1 回まで） 2,500 円 250 円 500 円 750 円 

訪問看護医療 DX 情報活用加算 50 円 5 円 10 円 15 円 

訪問看護ターミナルケア療養費１ 25,000 円 2,500 円 5,000 円 7,500 円 

訪問看護ターミナルケア療養費２ 10,000 円 1,000 円 2,000 円 3,000 円 

※利用者負担額は請求額合計の１０円未満は四捨五入となります。 

各種健康保険、公費医療制度が適用されます。 

 

Ⅳ 医療保険対象外の自費サービス利用料金 

営業日以外にサービスを提供する場合                                             1 回につき 3,000 円 （税込） 

死亡時の看護 

 （死亡後のご遺体のお世話、他）                                                           

11,000 円 (税込) 

実施地域以外の地域の訪問の交通費 

（館林市、板倉、明和、千代田、邑楽、大泉町以外） 

実施地域を超えたところから片道およそ１０㎞未満  

1 回の訪問につき  ３００円（税込） 



 実施地域を超えたところから片道およそ１０㎞以上  

1 回の訪問につき  ５００円（税込） 

長時間訪問看護サービス 1 時間 30 分を超える場合 

（定期的なものではなく、臨時に長時間、訪問看護師が自宅に滞在して看

護を行う場合。※特別管理加算の対象にならない方に限ります。） 

1 時間毎に 3,000 円（税込） 

キャンセル料 

 

 

利用者の都合によりキャンセルした場合で、前日 17 時 00 分までに連絡

がなかった場合は利用料の自己負担分を徴収いたします。ただし、利用

者の体調不良等、正当な理由がある場合は徴収いたしません。 

 

                                                                        訪問看護ステーションたてばやし 


